
廃炉等積立金管理運用基本方針

平成３０年３月２８日

（目的）

第一条 この方針は、廃炉等積立金（以下「積立金」という。）を安全かつ確実

に管理運用するため、その基本原則及び方法等について定めることを目的とす

る。

（管理運用の基本原則）

第二条 積立金の管理運用に当たっては、安全性を第一義に流動性及び効率性

を確保する。

（１）安全性の確保

元本の安全性を確保するため、安全な金融商品により管理運用するととも

に、預金については、金融機関の経営の健全性に十分留意する。

（２）流動性の確保

取戻金の払戻しに支障を来さないよう、必要な資金を確保するとともに、

不測の需要に備え資金の流動性に留意する。

（３）効率性の確保

安全性及び流動性を確保した上で、効率的な運用に努める。

（運用の方法）

第三条 積立金の運用は、第五条に定める廃炉等積立金の運用に関する計画（以

下「積立金運用計画」という。）に基づき、機構において行う。

２ 積立金の運用は、法令に基づき、以下に掲げる運用の方法により行う。

一 国債の保有

二 地方債の保有

三 政府保証債（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債

券をいう。）の保有

四 主務大臣の指定する金融機関への預金

五 金銭の信託（元本の損失を補てんする契約があるものに限る。）

（運用の原則）

第四条 積立金の運用期間は、積立て及び取戻しに係る額及び時期その他の事

項を十分に勘案して行う。



２ 積立金の運用に当たっては、運用対象の金融商品を満期又は期限まで持ち

きることを原則とする。ただし、次に掲げる場合には、債券及び譲渡性預金

の売却又は運用中の預金等の解約を行うことができる。

一 資金の安全性を確保するために必要な場合

二 流動性を確保するために必要な場合

三 効率性を向上させるため金融商品の入替えを行う場合

（積立金運用計画の作成等）

第五条 機構は、毎事業年度、積立金運用計画を作成する。

２ 積立金運用計画の作成又は変更に際しては、運営委員会への報告を行うも

のとする。

（関係事業者の関与）

第六条 機構は、積立金運用計画を作成し、又は変更しようとするときは、あら

かじめ、廃炉等実施認定事業者（以下この条において「関係事業者」という。）

に必要な協議を行う。

２ 機構は、毎事業年度の各四半期の終了後、積立金の運用の状況に関し、関係

事業者に報告を行う。

附則

この方針は、平成３０年３月２８日から施行し、同日から適用する。ただ

し、第六条第二項の規定は、同年４月１日から施行し、同日から適用する。


